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１．現に同居し、または同居しようとする親族があること。
２．収入月額が158,000円以下であること。
　 ※高齢者、障がい者世帯、中学生以下の子どもがいる
　　世帯の場合は、収入月額214,000円以下
　 ※収入月額＝（世帯全員の年間総所得－扶養家族の      
　     諸控除等）÷12ヶ月
３．現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
４．国税、地方税などを滞納していない者であること。
５．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
　　２条第６号に規定する暴力団員でないこと。
　（同居または同居しようとする親族も含む。）

町営住宅入居者募集

申問 申問

団地名・場所
募 集 戸 数

家 　　 賃

入居予定日

所定の算出方式による

新池団地（上毛町垂水1764） 1戸
緒方団地（上毛町緒方387-1） 1戸

選考または抽選

　会計年度任用職員とは、一般職の非常勤の職とし
て、一会計年度の期間を範囲として任期が設定される
職員をいいます。

■入居者の決定方法

令和８年６月２日から令和９年３月31
日まで

■任用期間

週５日（月～金）（６時間45分／日）■勤務日数
上毛町水防センター■勤務場所
庶務および窓口対応■業務内容
月額 170,535円■報　　酬

４月１日（水）～24日（金）
８:30～17:15（土・日を除く）

■受付期間

申込書を総務課に提出してください。
郵送可。ただし、４月24日（金）必着

※募集案内・申込書は、総務課
　に用意しています。
　また、町ホームページから
　ダウンロードできます。

■申込方法

なし■応募資格

書類選考または面接試験■選考方法

■申込受付期間

■入居者資格
　（上毛町営住宅条例第５条及び第６条、同条例施行規則
　 第２条による）

　入居を希望される方は期限内に住民課にお申し込
みください。

住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線142） 総務課　総務係  ☎ 72-3111（内線113）

5月１日（金）

４月１日（水）～15日（水）
8:30～17:15（土、日を除く）

上毛町職員人事異動 （令和８年4月1日付）

◎住民課

長寿福祉課福祉医療係主事→高橋　望

係長

係長

係長

友松　円
小𠩤　翔子

教務課社会教育係主事補

新規採用

新規採用

新規採用

新規採用
住民課住民福祉係主事→

総務課総務係主事補
総務課付主事

淺倉　楓
深田　歩夢

主事補

主事補

企画開発課開発交流係主任主事→ 企画開発課企画情報係主任主事
企画開発課企画情報係主事

総務課総務係主事補→

子ども未来課子育て支援係長→

黒川　稔
主事

企画開発課開発交流係主事補

入江　貴信

石橋　華

末松　直幸

教務課社会教育係主事→
福岡県実務研修生主事→

有野　宏 建設課上下水道係長→

沼野　華衣
森　　青空

長寿福祉課福祉医療係主事
長寿福祉課福祉医療係主事
長寿福祉課福祉医療係主事補

子ども未来課子育て支援係長
子ども未来課町民健康係主任主事

税務課税務係主事補

住民課生活窓口係長

主事補

主事補

◎総務課

◎企画開発課

◎長寿福祉課

◎子ども未来課

◎産業振興課

◎建設課

◎教務課

◎退職者

◎税務課
主事補

主事補

主事
主事

主任主事

主任主事

主事

総務課総合窓口係主査→

住民課生活窓口係長→

岩井　英樹

恵良　俊輝

住民課住民福祉係主査主査

産業振興課農地係長

係長 森口　泰成 企画開発課企画情報係主査→

係長 林　　充彦 産業振興課農地係長→
秋吉　純汰

住民課調整監 円入　忠義

税務課税務係主事補→

建設課上下水道係長

教務課文化財係長

後藤　大喜 新規採用 産業振興課農地係主事補

会計年度任用職員募集
● 一般事務補助職員【１人】

幼い頃からお世話になっている上毛町で働
けることを嬉しく思います。経験を活かし、
地域の皆さまの健康を支えてまいります。

4月から上毛町役場で働かせていただくこ
とになりました。町民の皆様が安心して暮ら
せるまちづくりを目指し尽力して参ります。
よろしくお願いします。

上毛町の新規採用職員として働くこと
になりました。感謝の気持ちを大切に
し、町の発展に貢献できるように頑張
ります。

このたび上毛町役場で働かせていただくこ
とになりました。町民の皆さまに寄り添い、
信頼される職員を目指して日々努力してま
いります。

4月から上毛町職員として働くことになりま
した。この町がより活性化できるように日々
努力していきます。よろしくお願いします。

新規採用職員
上毛町

問

実施期間

銃による有害鳥獣捕獲実施期間

４月１日（水）～令和９年３月31日（水）

４月１日（水）～10月14日（水）
10月15日（木）～令和９年３月31日（水）

　この期間内には銃による有害鳥獣捕獲も実施しま
す。安全には十分注意をしておりますが、事故防止のた
め、山に入る際には、十分お気をつけください。
　なお、日曜日の一斉捕獲は例年どおり、カラス・ドバ
ト・シカ・イノシシを対象に駆除を行います。その際に
は無線放送であらかじめお知らせします。
※カラスが多く発生している場合でも近くに人家があ
　れば、安全確保の点から、銃による駆除を実施できま
　せんので、皆様のご理解をお願いします。

　総務省と経済産業省は、６月１日現在で、「令和８年
経済センサス-活動調査」を実施します。

上毛町捕獲員による有害鳥獣
捕獲の実施期間 令和８年経済センサス-

活動調査にご協力ください！

（土、日、祝日のみ）
（随時）

産業振興課　農政係 ☎ 72-3151（内線189） 問 総務課　総合窓口係 ☎ 72-2111（内線316）

皆様の調査へのご理解・ご回答
をよろしくお願いします。
※「令和８年経済センサス-活動調査」は、「統計法」に基づく
　基幹統計調査で、調査に回答する義務（報告義務）がありま
　す。また、調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査
　内容を統計作成目的以外（税金の徴収など）に使うことは、
　統計法により固く禁じられています。

※支社・支所をもつ企業や規模の大きい事業所などには
　「直轄調査」という別の方法で調査を実施します。

万が一、イノシシなどの野生動物を発見した際

は、むやみに近づいたり、攻撃したりせず、すぐ

に建物内に避難してください。

全国のすべての事業所及び
企業が対象になります。

インターネットでご回答をお願いします

支所を有さない比較的小規模な事業所や個人経
営の事業所へは次の方法で調査書類・調査票を
お届けします。
① 4月からインターネット回答用の書類を郵送
② インターネット未回答などへの事業所へは5月
　 に調査員が紙の調査票を配付


